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政
令
第 

 
 

号 

 
 
 

森
林
経
営
管
理
法
及
び
森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令 

内
閣
は
、
森
林
経
営
管
理
法
及
び
森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並

び
に
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
及
び
第
二
十
四
条

並
び
に
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
、
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
三
十
一
条
第
四
項
並
び
に
宅

地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。 

（
森
林
経
営
管
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

森
林
経
営
管
理
法
施
行
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
第
十
条
」
の
下
に
「
（
法
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
二
条
中
「
第
二
十
四
条
」
の
下
に
「
（
法
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
第
四
十

三
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 
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（
地
域
経
営
管
理
集
約
化
構
想
の
作
成
） 

第
三
条 

法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
集
約
化
構
想
は
、
お
お
む
ね
十
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
の
実
現
の
た
め

に
必
要
な
期
間
に
つ
き
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
集
約
化
構
想
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
協
議
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
一
体
経
営
管
理
森
林
の
区
域

及
び
当
該
区
域
に
お
け
る
経
営
管
理
の
方
針
そ
の
他
経
営
管
理
の
集
約
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
が
適
切
に
取
り
ま

と
め
ら
れ
た
と
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
等
が
認
め
た
場
合
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
登
記
手
数
料
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

登
記
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
又
は
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
、
」
に
改
め
、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
又
は
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
十
七
条
」
を
加
え
る
。 

第
八
条
第
一
項
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
又
は
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
、
」
に
改
め
、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
の

下
に
「
又
は
森
林
経
営
管
理
法
第
四
十
七
条
」
を
加
え
る
。 

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 
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第
三
条 

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
第
四
十
六
号
中
「
第
十
条
の
十
一
の
六
」
の
下
に
「
（
同
法
第
十
条
の
十
一
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

（
合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
情
報
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改

正
） 

第
四
条 

合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
情
報
を
定
め
る
政
令
（
令
和

五
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
第
四
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
二

条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 
 

 

こ
の
政
令
は
、
森
林
経
営
管
理
法
及
び
森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。 

 



 

 

 
 
 
 
 

理 

由 

森
林
経
営
管
理
法
及
び
森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
森
林
経
営
管
理
法
施
行
令
に
お
い
て
権
利
集
積

配
分
一
括
計
画
を
定
め
る
場
合
に
お
け
る
不
明
森
林
共
有
者
の
探
索
方
法
及
び
地
域
経
営
管
理
集
約
化
構
想
の
作
成
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
等
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

   


